
業 務 の 名 称 「清龍丸」けい留関連施設用地使用料

契約担当官の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び
所 在 地

分任支出負担行為担当官
名古屋港湾事務所長　白井　正興
愛知県名古屋市港区築地町２番地

契 約 締 結 日 令和4年4月1日

契 約 業 者 名 名古屋港管理組合管理者

契 約 業 者 の 住 所 名古屋市港区港町１番１１号

契 約 金 額 （ 税 込 み ） ¥882,312

予 定 価 格 （ 税 込 み ） ¥882,312

随意契約によることとした
理 由

　本件は、名古屋港湾事務所が所有する船舶「清龍丸」の係留関連施設とし
て必要な土地を借り入れるものである。
　当該用地は給水施設の設置に必要な土地であり、他の場所では行政事務を
行うことが不可能であることから、契約の目的が競争を許さないため、名古
屋港管理組合と随意契約を行うものである。

　適用条文　会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
　　　　　の４第３項

備 考

随　意　契　約　結　果


	「清龍丸」けい留施設使用料

